
甲 第 ２０７ 号 議 案 

   岡山市コミュニティハウス条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市コミュニティハウス条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２５年１１月２７日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市コミュニティハウス条例の一部を改正する条例 

 岡山市コミュニティハウス条例（昭和５０年市条例第６３号）の一部を次のように改正

する。 

    「 

 

 

  

「 

 

 

 

 

」  

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日か

ら施行する。 

２ この条例の施行の日前においても，第２条の２の規定に基づく岡山市宇野コミュニテ

ィハウスに係る指定管理者の指定に関し，必要な手続その他の行為をすることができる。 

 

岡山市福島コミュニ

ティハウス 

岡山市南区千鳥町

２６番２２号 

福島学区コミュ

ニティ協議会 

 

岡山市福島コミュニ

ティハウス 

岡山市南区千鳥町

２６番２２号 

福島学区コミュ

ニティ協議会 

 

岡山市宇野コミュニ

ティハウス 

岡山市中区原尾島

一丁目９番１号 

宇野学区コミュ

ニティ協議会 

 

別表中 を 

に改める。 

」 
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提案理由 

 岡山市宇野コミュニティハウスを設置する等のため，本条例の一部を改正しようとする

ものである。 
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甲 第 ２０８ 号 議 案 

   岡山市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市情報公開条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２５年１１月２７日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市情報公開条例の一部を改正する条例 

 岡山市情報公開条例（平成１２年市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１号中「議会」の次に「並びに本市が設立した地方独立行政法人（地方独立行

政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。

以下同じ。）」を加え，同条第２号中「実施機関の職員が職務上」を「実施機関の職員

（本市が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。）が職務上」に改め，同条

第３号中「実施機関の使用する電子計算機」を「実施機関（本市が設立した地方独立行政

法人を除く。以下この号及び第３条の２において同じ。）の使用する電子計算機」に改め

る。 

 第４条第１項中「前条第１項」を「第３条第１項」に改める。 

 第５条第１号ウ中「（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第１項

に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）」を削り，同条第４号オ中「，国」を

削る。 

 第１１条第１項中「第４条第２項」を「第４条第４項」に改める。 

 附則に次の３項を加える。 

（地方独立行政法人の成立に伴う経過措置） 

８ 本市が設立した地方独立行政法人の成立の際，現になされている開示請求（当該地方

独立行政法人が実施機関から引き継いだ公文書に係るものに限る。）は，当該地方独立

行政法人に対する開示請求とみなす。 
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９ 前項の場合において，第４条第２項の規定により電子情報処理組織を使用して行われ

た開示請求に係る通知及び公文書の開示については，第９条第３項，第１１条第３項，

第１１条の２第２項及び第１３条第３項の規定は適用しない。 

１０ 前２項に規定するもののほか，本市が設立した地方独立行政法人の成立の日前にこ

の条例の規定によりなされた処分，手続その他の行為（当該地方独立行政法人が実施機

関から引き継いだ公文書に係るものに限る。）は，この条例の規定によって当該地方独

立行政法人が行い，又は当該地方独立行政法人に対して行われた処分，手続その他の行

為とみなす。 

   附 則 

 この条例は，地方独立行政法人岡山市立総合医療センターの成立の日から施行する。た

だし，第４条第１項，第５条第４号オ及び第１１条第１項の改正規定は，公布の日から施

行する。 

 

 

提案理由 

 地方独立行政法人岡山市立総合医療センターの設立に伴い，当該地方独立行政法人を岡

山市情報公開条例の実施機関に含める等のため，本条例の一部を改正しようとするもので

ある。 
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甲 第 ２０９ 号 議 案 

   岡山市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市個人情報保護条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２５年１１月２７日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

 岡山市個人情報保護条例（平成１２年市条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第３号中「議会」の次に「並びに本市が設立した地方独立行政法人（地方独立行

政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。

以下同じ。）」を加え，同条第４号中「実施機関の職員が職務上」を「実施機関の職員

（本市が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。）が職務上」に改める。 

 附則に次の２項を加える。 

８ 本市が設立した地方独立行政法人の成立の際，現になされている開示，訂正等の請求

（当該地方独立行政法人が実施機関から引き継いだ個人情報に係るものに限る。）は，

当該地方独立行政法人に対する開示，訂正等の請求とみなす。 

９ 前項に規定するもののほか，本市が設立した地方独立行政法人の成立の日前にこの条

例の規定によりなされた処分，手続その他の行為（当該地方独立行政法人が実施機関か

ら引き継いだ個人情報に係るものに限る。）は，この条例の規定によって当該地方独立

行政法人が行い，又は当該地方独立行政法人に対して行われた処分，手続その他の行為

とみなす。 

   附 則 

 この条例は，地方独立行政法人岡山市立総合医療センターの成立の日から施行する。 
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提案理由 

 地方独立行政法人岡山市立総合医療センターの設立に伴い，当該地方独立行政法人を岡

山市個人情報保護条例の実施機関に含めるため，本条例の一部を改正しようとするもので

ある。 
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甲 第 ２１０ 号 議 案  

岡山市ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者支援の    

ための住民基本台帳事務の取扱いに関する条例の一部を改正する条例の制定    

について 

 岡山市ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者支援のための住民

基本台帳事務の取扱いに関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとす

る。 

  平成２５年１１月２７日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者支援の 

ための住民基本台帳事務の取扱いに関する条例の一部を改正する条例 

 岡山市ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者支援のための住民 

基本台帳事務の取扱いに関する条例（平成１６年市条例第４３号）の一部を次のように改 

正する。 

 第１条中「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」を「配偶者からの 

暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改め，「規定する配偶者からの暴力」の 

次に「並びに同法第２８条の２に規定する関係にある相手からの暴力」を加える。 

附 則 

この条例は，平成２６年１月３日から施行する。 

 

 

提案理由 

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部改正に伴い，生活の本拠 

を共にする交際相手からの暴力の被害者を支援の対象とするとともに，所要の措置を講ず
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るため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 ２１１ 号 議 案 

   岡山市の証明事務等の窓口を農協に設置する条例を廃止する条例の制定につ

いて 

 岡山市の証明事務等の窓口を農協に設置する条例を廃止する条例を次のように制定する

ものとする。 

  平成２５年１１月２７日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市の証明事務等の窓口を農協に設置する条例を廃止する条例 

 岡山市の証明事務等の窓口を農協に設置する条例（平成１４年市条例第３２号）は，廃

止する。 

   附 則 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。 

 

 

提案理由 

 岡山市農業協同組合大野支所に設置している市の証明事務等の窓口を廃止するため，本

条例を廃止しようとするものである。 
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甲 第 ２１２ 号 議 案 

   岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する条例の一部を改正する条例を次のように

制定するものとする。 

  平成２５年１１月２７日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する条例の一部を改正する条例 

 岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する条例（平成１３年市条例第３４号）の一

部を次のように改正する。 

 前文中「配偶者」を「配偶者等」に改める。 

 第２条中第２号を第３号とし，第１号の次に次の１号を加える。 

 (2) 配偶者等 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３年

法律第３１号。以下「法」という。）第１条第３項に規定する配偶者並びに法第２８

条の２に規定する関係にある相手をいう。 

 第８条第３号中「配偶者（婚姻の届出をしていないが，事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含む。以下同じ。）」を「配偶者等」に改める。 

 第２１条第３項第２号中「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（平

成１３年法律第３１号。以下「法」という。）第３条第１項」を「法第３条第１項（法第

２８条の２において準用する場合を含む。）」に改める。 

第２３条第１項中「配偶者」を「配偶者等」に改め，「婚姻」の次に「又は法第２８条

の２に規定する関係」を加え，同条第３項第１号中「配偶者」を「配偶者等」に，「第１

０条各号」を「第１０条第１項各号（法第２８条の２において準用する場合を含む。）」

に改める。 
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第２４条第１項中「第１０条第１号」を「第１０条第１項第１号（法第２８条の２にお

いて準用する場合を含む。）」に改め，「第５条」の次に「（法第２８条の２において準

用する場合を含む。）」を加え，同条第３項中「第１８条第１項」の次に「（法第２８条

の２において準用する場合を含む。）」を加える。 

第２５条の見出し中「配偶者」を「配偶者等」に改め，同条第１項中「配偶者」を「配

偶者等」に改め，「第６条第１項」の次に「（法第２８条の２において準用する場合を含

む。以下同じ。）」を加える。 

第２６条第３項並びに第２７条第１項及び第３項中「配偶者」を「配偶者等」に改める。 

  附 則 

この条例は，平成２６年１月３日から施行する。 

 

 

提案理由 

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部改正に伴い，生活の本拠

を共にする交際相手からの暴力の被害者を支援の対象とするとともに，所要の措置を講ず

る等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 ２１３ 号 議 案 

   岡山型持続可能な社会経済モデル構築総合特区推進条例の制定について 

 岡山型持続可能な社会経済モデル構築総合特区推進条例を次のように制定するものとす

る。 

平成２５年１１月２７日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山型持続可能な社会経済モデル構築総合特区推進条例 

 （目的） 

第１条  この条例は，認定地域活性化総合特別区域計画に定められた特定地域活性化事業

の実施に必要な措置を講ずることにより，在宅に特化した岡山型持続可能な社会経済モ

デル構築総合特区の推進を図り，もって本市の経済社会の発展及び市民生活の向上に寄

与することを目的とする。 

（定義） 

第２条  この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 岡山型持続可能な社会経済モデル構築総合特区 総合特別区域法（平成２３年法律

第８１号。以下「法」という。）第３１条第１項に規定する地域活性化総合特別区域

として指定された岡山型持続可能な社会経済モデル構築総合特区をいう。 

(2) 認定地域活性化総合特別区域計画 法第３５条第１０項に規定する認定を受けた地

域活性化総合特別区域計画をいう。 

(3) 特定地域活性化事業 法第２条第３項に規定する特定地域活性化事業をいう。 

（市の責務） 

第３条 市は，岡山型持続可能な社会経済モデル構築総合特区に関する事業を円滑かつ迅

速に実施する責務を有する。 
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（事業者の責務） 

第４条 岡山型持続可能な社会経済モデル構築総合特区に関係する事業者は，事業の実施

に積極的に協力し，要介護者等の置かれている状況を深く認識し，良質かつ適切なサー

ビス提供を行うよう努めるものとする。 

（市民の責務） 

第５条 市民は，常に健康増進に努めるとともに，市が実施する岡山型持続可能な社会経

済モデル構築総合特区に関する事業に協力し，必要に応じ，主体的に介護予防に努める

ものとする。 

（事業） 

第６条 岡山型持続可能な社会経済モデル構築総合特区に関する事業は，認定地域活性化

総合特別区域計画に定める特定地域活性化事業とする。 

（費用の徴収） 

第７条 市長は，前条に規定する事業のうち地域活性化総合特別区域介護機器貸与モデル

事業については，手数料を徴収する。 

２ 手数料の額は，次に掲げる額とする。 

(1) 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第４項の厚生労働大臣が定める基

準を準用して算定した費用の額（以下「算定費用」という。）に１０分の１を乗じて

得た額の範囲内で規則で定める額 

(2) 算定費用によりがたいと市長が認めるものについては，その実費相当額の範囲内で

規則で定める額 

（財政上の措置） 

第８条 市は，岡山型持続可能な社会経済モデル構築総合特区に関する事業を計画的に実

施するため，必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（その他） 

第９条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，市長が別に

定める。 

附 則 

（施行期日） 
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１ この条例は，公布の日から施行する。ただし，第７条の規定は平成２６年１月１日か

ら施行する。 

（失効） 

２ この条例は，平成３０年３月３１日限り，その効力を失う。 

 

 

提案理由 

  平成２５年２月に国から指定のあった岡山型持続可能な社会経済モデル構築総合特区に

おける事業の実施について必要な事項を定めるため，本条例を制定しようとするものであ

る。 
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甲 第 ２１４ 号 議 案 

   岡山市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するもの

とする。 

平成２５年１１月２７日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 岡山市病院事業の設置等に関する条例（平成１２年市条例第４７号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第２条を削る。 

第３条第２項の表中「管理者」を「市長」に改め，同条を第２条とする。 

 第４条を削る。 

第５条中「管理者が」を「市長が」に改め，同条を第３条とする。 

    第６条第１項中「管理者に」を「市長に」に改め，同項第４号中「管理者が」を「市長

が」に改め，同条第２項中「管理者は」を「市長は」に改め，同項第４号中「管理者が」

を「市長が」に改め，同条第３項及び第４項中「管理者は」を「市長は」に改め，同条を

第４条とする。 

    第７条中「管理者に」を「市長に」に改め，同条第３号中「管理者が」を「市長が」に

改め，同条を第５条とし，第８条を第６条とする。 

第１２条の見出し中「提出等」を「作成」に改め，同条第１項中「管理者」を「市長」

に，「市長に提出」を「作成」に改め，同条第２項中「提出」を「作成」に改め，同項第

３号中「管理者」を「市長」に改め，同条第３項中「提出」を「作成」に，「管理者」を

「市長」に改め，同条を第１３条とし，第１１条を第１２条とし，第１０条を第１１条と

する。 
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第９条中「法」を「地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「法」とい

う。）」に改め，同条を第１０条とし，第６条の次に次の３条を加える。 

（利用料金） 

第７条 金川病院を利用する者（以下「利用者」という。）は，指定管理者に対し，その

利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を納付しなければならない。 

２ 前項の利用料金の額は，この条例に定めるもののほか健康保険法（大正１１年法律第

７０号）第７６条第２項及び高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０

号）第７１条第１項の規定に基づき厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法により算

定した額と，健康保険法第８５条第２項及び高齢者の医療の確保に関する法律第７４条

第２項の規定に基づき厚生労働大臣が定める入院時食事療養費に係る食事療養の費用の

額の算定に関する基準により算定した額（その額が現に食事療養に要した費用の額を超

えるときは，当該現に食事療養に要した費用の額）との合計額とする。 

３ 健康保険法第８６条第１項及び高齢者の医療の確保に関する法律第７６条第１項の規

定に基づく保険外併用療養費に係る自費負担額及び各種文書料は，別表に掲げる金額の

範囲内において，指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。 

４ 利用料金については，法令に定めのあるもののほか，外来患者についてはその都度徴

収し，入院患者については指定管理者が市長の承認を得て別に定める方法により毎月計

算し，納入期日を通知し，徴収する。 

（利用料金の収入） 

第８条 利用料金は，指定管理者の収入として収受させる。 

（指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料等の取扱い） 

第９条 利用者は，指定管理者の指定が取り消されたとき，又は管理の業務の全部の停止

を命ぜられたときは，第７条第２項から第４項までの規定により定められた額を金川病

院の使用料又は手数料として市長に納付しなければならない。 

第１３条の次に次の１条を加える。 

（委任） 

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

附則の次に次の別表を加える。 
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別表（第７条関係)    

種  別 単 位 金 額 備 考 

（１）対象者は，通算１

８０日以上入院し，長期

入院による保険外併用療

養費の該当となる患者と

する。 

通算１８０日超長期入院患者

自費負担額 

１日につき 入院基本料の算定

額に１００分の１

５を乗じた額と

し，消費税は別途

加算する。 

（２）入院の日及び退院

の日は，それぞれ１日と

して算定する。 

（１）入院の日及び退院

の日は，それぞれ１日と

して算定する。 

室

料

 

特別室 

１日につき １０，８００円 

（２）消費税が非課税の

ものについては，この金

額に１０８分の１００を

乗じた金額とする。 

死亡診断書 

身体検査書 

健康診断書 

一般診断書 

２，１６０円 

診

断

書

 

その他診断書 

１通につき 

５，４００円 

年金関係診断

書 

身体障害者用

診断書 

文

書

料

 

特

殊

診

断

書

 

生命保険死亡 

１通につき ５，４００円 

消費税が非課税のものに

ついては，この金額に１

０８分の１００を乗じた

金額とする。 
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診断書 

自賠責保険診

断書 

 

その他特殊診

断書 

１０，８００円  

裁判所用鑑定

書 

 

３２，４００円 

通院(入院)証

明書 

医療費領収証

明書 

２，１６０円 

自賠責保険明

細書 

３，２４０円 

 

証

明

書

 

その他証明書 

１通につき 

５，４００円 

 

備考 この表において「消費税」とは，消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定

する消費税及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２章第３節に規定する地方

消費税をいう。 

   附 則 

１ この条例は，地方独立行政法人岡山市立総合医療センターの成立の日から施行する。 

２ 次に掲げる条例は，廃止する。 

(1) 岡山市病院事業管理者の給与に関する条例（平成１２年市条例第９９号） 

(2) 岡山市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（平成１２年市条例第１０

０号） 

(3) 岡山市病院事業使用料及び手数料条例（平成１２年市条例第１０１号） 

３ 前項第３号の規定による廃止前の岡山市病院事業使用料及び手数料条例の規定により

した処分，手続その他の行為は，この条例の相当規定によりなされた処分，手続その他

の行為とみなす。 
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提案理由 

  地方独立行政法人岡山市立総合医療センター設立に伴い，病院事業について必要な事項

を定めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 ２１５ 号 議 案 

   地方独立行政法人岡山市立総合医療センターの設立に伴う関係条例の整備に

関する条例の制定について 

 地方独立行政法人岡山市立総合医療センターの設立に伴う関係条例の整備に関する条例

を次のように制定するものとする。 

平成２５年１１月２７日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

地方独立行政法人岡山市立総合医療センターの設立に伴う関係条例の整備に 

関する条例 

 （岡山市教育委員会の教育長の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 岡山市教育委員会の教育長の給与に関する条例（昭和２７年市条例第５６号）の

一部を次のように改正する。 

  第４条第１項及び別表中「，病院事業管理者」を削る。 

 （議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正） 

第２条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１年市条例第３５

号）の一部を次のように改正する。 

別表中「，病院事業管理者」を削る。 

 （特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第３条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年市条

例第３６号）の一部を次のように改正する。 

別表第２中「，病院事業管理者」を削る。 

 （岡山市職員等の旅費に関する条例の一部改正） 

第４条 岡山市職員等の旅費に関する条例（昭和３６年市条例第９号）の一部を次のよう

に改正する。 
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第１６条第１項第１号ア，別表第１及び別表第２中「，病院事業管理者」を削る。 

 （岡山市職員退職手当支給条例の一部改正） 

第５条 岡山市職員退職手当支給条例（昭和６１年市条例第５２号）の一部を次のように

改正する。 

第１条中「，岡山市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（平成１２年市

条例第１００号）の適用を受ける職員」を削る。 

   附 則 

 この条例は，地方独立行政法人岡山市立総合医療センターの成立の日から施行する。 

 

 

提案理由 

  地方独立行政法人岡山市立総合医療センター設立に伴う関係条例の整備をするため，本

条例を制定しようとするものである。 

21



甲 第 ２１６ 号 議 案 

   岡山市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市特別会計条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

平成２５年１１月２７日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市特別会計条例の一部を改正する条例 

岡山市特別会計条例（昭和３９年市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

本則に次の１号を加える。 

(15) 岡山市立総合医療センター病院事業債特別会計 病院事業債管理事業 

   附 則 

 この条例は，地方独立行政法人岡山市立総合医療センターの成立の日から施行する。 

 

 

提案理由 

  地方独立行政法人岡山市立総合医療センターに係る病院事業債の円滑な管理とその経理

の適正を図る会計を設置するため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 ２１７ 号 議 案 

   岡山市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市営住宅条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２５年１１月２７日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市営住宅条例の一部を改正する条例 

 岡山市営住宅条例（平成９年市条例第５２号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第３項第３号中「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」を 

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に，「被害者で」を「被害

者（配偶者暴力防止等法第２８条の２に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者を

含む。）で，」に改め，同号ア中「第３条第３項第３号」及び「第５条」の次に「（配偶

者暴力防止等法第２８条の２において準用する場合を含む。）」を加え，同号イ中「第１ 

０条第１項」の次に「（配偶者暴力防止等法第２８条の２において準用する場合を含 

む。）」を加える。 

   附 則 

 この条例は，平成２６年１月３日から施行する。 

 

 

提案理由 

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部改正に伴い，生活の本拠

を共にする交際相手からの暴力を受けた者の入居資格を緩和するとともに，所要の措置を

講ずるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 ２１８ 号 議 案 

   岡山市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２５年１１月２７日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市火災予防条例の一部を改正する条例 

 岡山市火災予防条例（昭和３７年市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

第３０条の３第１項第２号中「第１３条の３第１号」を「第１３条第１号」に改める。 

第３０条の４第４項中「第３７条第７号から第７号の３まで」を「第３７条第４号から

第６号まで」に改める。 

   附 則 

 この条例は，平成２６年４月１日から施行する。ただし，第３０条の３第１項第２号の

改正規定は，公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 消防法施行令の一部改正に伴い，所要の措置を講ずる等のため，本条例の一部を改正し

ようとするものである。 
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甲 第 ２８６ 号 議 案 

   岡山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のように制定するものとす

る。 

    平成２５年１２月 ９ 日提出 

 

岡山市長 大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

（岡山市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 岡山市職員の給与に関する条例（昭和２６年市条例第５号）の一部を次のように

改正する。 

第６条の３第１項第１号中「第３号について」を「次号において」に改め，同項中第

２号を削り，第３号を第２号とし，同条第２項中「第１号又は第２号に掲げる職員のう

ち第３号に掲げる職員でもあるものについては，第１号又は第２号に掲げる額及び第３

号」を「当該各号のいずれにも該当する職員にあつては，当該各号」に改め，同項第２

号を削り，同項第３号中「前項第３号」を「前項第２号」に，「第１号」を「前号」に

改め，同号を同項第２号とする。 

（岡山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 岡山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成２０年市条例第６１

号）の一部を次のように改正する。 

附則第２項及び第３項中「平成２６年３月３１日」を「平成２７年３月３１日」に改

める。 

（岡山市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正） 

第３条 岡山市職員の修学部分休業に関する条例（平成２０年市条例第３５号）の一部を

次のように改正する。 

25



  第２条第３項中「期間」を「修学に必要と認められる期間」に改める。 

（岡山市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正） 

第４条  岡山市職員の高齢者部分休業に関する条例（平成２０年市条例第３６号）の一部 

を次のように改正する。 

  第２条第２項中「条例で定める期間は，５年とする」を「高年齢として条例で定める

年齢は，５５歳（医師及び歯科医師は６０歳）とする」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

 （平成２７年度の住居手当に関する経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の岡山市職員の給与に関する条例第６条の３の規定にかか 

わらず，第１条の規定による改正前の岡山市職員の給与に関する条例（以下「旧条例」 

という。）第６条の３第１項第２号の規定に該当する職員に係る住居手当として，平成

２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間は，月額２，５００円を支給し，同

号に掲げる職員であって，かつ，旧条例第６条の３第１項第３号の規定に該当する職員

に係る住居手当の支給については，平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

の間，なお従前の例による。 

 

 

提案理由 

 人事委員会勧告等に伴い，職員の給与改定等を実施するため，関係条例の一部を改正し

ようとするものである。 
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